
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動機器を動作させる方法において、
　前記移動機器に読取り可能な形で接続されるデータ記憶モジュールであって、複数の異
なるネットワーク 動作しかつ前記のモジュール
によって実行可能なアプリケーションのＩＤを特定するための情報を記憶するデータ記憶
モジュールを設ける段階、
　前記ネットワークの１つからの要求に応答して、前記の記憶された情報を検索するため
前記データ記憶モジュールにアクセスする段階、および
　前記ネットワークのうちの要求元のネットワークに対し、前記の検索された情報を伝送
する段階、
を含んでなる方法。
【請求項２】
　前記の伝送する段階が、前記の検索された情報を伝送するために定義づけされた専用メ
ッセージタイプに対する応答を用いて、その検索された情報を伝送する請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記の伝送する段階が、前記の検索された情報を伝送すること以外の目的のためにもと
もと定義づけされたメッセージタイプに対する応答を用いて、その検索された情報を伝送
する請求項１に記載の方法。

10

20

JP 3961742 B2 2007.8.22

のうちのいずれのネットワークに対しても



【請求項４】
　前記の伝送する段階が、前記ネットワークから受信した認証要求に対する応答を用いて
、前記の検索された情報を伝送する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記のアクセスする段階が、前記の記憶された情報を検索すべく前記データ記憶モジュ
ールにアクセスするために定義づけされた専用メッセージタイプを使用し、該データ記憶
モジュールは、要求された該記憶された情報を返送することによって、専用メッセージタ
イプに応答する請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記のアクセスする段階が、前記データ記憶モジュール内に記憶された予め定められた
ファイルを選択し、この予め定められたファイルは、このデータ記憶モジュールの動作能
力を示す内容をもち、そしてこのデータ記憶モジュールは前記予め定められたファイルの
内容を返送する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記の伝送する段階が、前記データ記憶モジュールの動作能力を特定する少なくとも１
つのクラスマーク値を伝送する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　複数の異なるネットワークのうちの１つと双方向通信を行うため無線トランシーバに接
続されている制御器、および
　前記制御器に読取り可能な形で接続されるデータ記憶モジュールであって、前記複数の
異なるネットワーク 動作しかつ前記のモジュー
ルによって実行可能なアプリケーションのＩＤを特定するための情報を記憶するデータ記
憶モジュール、
を備え、
　前記制御器は、前記の記憶された情報を検索すべく前記データ記憶モジュールにアクセ
スするためおよび前記無線トランシーバを通して前記ネットワークのうちの要求元のネッ
トワークに対して、その検索した情報を伝送するため、前記無線トランシーバを通して前
記複数のネットワークのうちの１つから受信した要求に対し応答する移動機器。
【請求項９】
　前記制御器は、前記の検索された情報を伝送するために定義づけされた専用メッセージ
タイプに対する応答を用いて、その検索された情報を伝送する請求項８に記載の移動機器
。
【請求項１０】
　前記制御器は、前記の検索された情報を伝送すること以外の目的のためにもともと定義
づけされたメッセージタイプに対する応答を用いて、その検索された情報を伝送する請求
項８に記載の移動機器。
【請求項１１】
　前記制御器は、前記ネットワークから受信した認証要求に対する応答を用いて、前記の
検索された情報を伝送する請求項８に記載の移動機器。
【請求項１２】
　前記制御器は、前記の記憶された情報を検索すべく前記データ記憶モジュールにアクセ
スするために定義づけされた専用メッセージタイプを使用し、該データ記憶モジュールが
、要求された該記憶された情報を返送することによって、専用メッセージタイプに応答す
る請求項８に記載の移動機器。
【請求項１３】
　前記制御器は、前記の記憶された情報を検索するために前記データ記憶モジュール内に
記憶された予め定められたファイルを選択し、この予め定められたファイルは、このデー
タ記憶モジュールの動作能力を示す内容をもち、そしてこのデータ記憶モジュールは前記
予め定められたファイルの内容を返送する請求項８に記載の移動機器。
【請求項１４】
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　前記制御器は、前記データ記憶モジュールの動作能力を特定する少なくとも１つのクラ
スマーク値を伝送する請求項８に記載の移動機器。
【請求項１５】
　前記メッセージタイプが  Location Updateメッセージタイプである請求項１０に記載の
移動機器。
【請求項１６】
　前記要求が前記要求元ネットワークのＶＬＲによって開始され、前記検索された情報が
前記ＶＬＲまで、前記無線トランシーバを通して、伝送し戻される請求項８に記載の移動
機器。
【請求項１７】
　前記複数の異なるネットワークタイプのうちの１つがＧＳＭネットワークで構成されて
いる請求項８に記載の移動機器。
【請求項１８】
　前記複数の異なるネットワークタイプのうちの１つがＵＭＴＳネットワークで構成され
ている請求項８に記載の移動機器。
【請求項１９】
　電子データ記憶モジュールであって、
　複数の異なる無線通信ネットワーク 動作しか
つ前記のモジュールによって実行可能なアプリケーションのＩＤを特定するための情報を
記憶するメモリ、および
　少なくとも前記メモリへの読取りアクセスを行うため、移動機器に対し前記メモリを電
気的に接続するためのインタフェースであって、前記の記憶された情報へアクセスするた
めの無線通信ネットワークからの要求に応答して前記の記憶された情報の検索に応ずるイ
ンタフェース、
を備える電子データ記憶モジュール。
【請求項２０】
　前記複数の異なるネットワークのための前記の情報が、前記メモリのある異なる領域内
に記憶されており、前記ある異なる領域に対するポインタを記憶するディレクトリ部分を
さらに備える請求項１９に記載の電子データ記憶モジュール。
【請求項２１】
　移動機器を動作させる方法において、
　前記移動機器に読取り可能な形で接続されるデータ記憶モジュールであって、複数の異
なるネットワーク 動作しかつ前記のモジュール
によって実行可能なアプリケーションのＩＤを特定するための情報を記憶するデータ記憶
モジュールを設ける段階、
　前記ネットワークの１つからの要求に応答して、要求元のネットワークが、要求した情
報を受信する認定を受けている場合にのみ、前記の記憶された情報を検索するため前記デ
ータ記憶モジュールにアクセスする段階、および
　前記ネットワークのうちの要求元のネットワークに対し、前記の検索された情報を伝送
する段階、
を含んでなる方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般に、移動端末および無線通信ネットワークの分野、より特定的には、異なる
タイプのネットワーク間で移動するときにある種のアプリケーションを選択的に有効化し
、続行または無効化するための方法および装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
グローバルシステムフォーモービルコミュニケーションズ（ＧＳＭ）内では、標準的に移
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動端末に対し、差込み式に接続しかつ接続解除することのできる加入者アイデンティティ
モジュール（ＳＩＭ）が存在する。ＳＩＭは、特定のユーザに関する情報を記憶する。Ｓ
ＩＭは、十分定義づけされかつ制限された能力（ capability）を有し、ネットワーク側の
ビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ）およびホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）
は、異なるタイプのＳＩＭカードと相互動作する能力をもつ。
【０００３】
まず導入として、文書「草稿（ＧＳＭ　１１．１１バージョン５．８．０），１９９７年
１２月」の２４ページには、ＳＩＭ用論理モデル、それに付随するコードおよび使用され
るファイルの構造について記述されている。ＳＩＭメモリの組織およびファイル間に存在
しうる全体的構造の関係を示す図４を参照されたい。ファイルは、階層構造で組織され、
以下に定義されるような３つのタイプのうちの１つである。これらのファイルは、管理フ
ァイルであっても、アプリケーション特定ファイルであってもよい。オペレーティングシ
ステムは、異なるファイル内に記憶されたデータに対するアクセスを取扱う。
【０００４】
ファイルは、ＳＩＭにより内部的に管理されているヘッダと、オプションとしてのボディ
部分とで構成されている。ヘッダ情報は、ファイルの構造および属性に関連するものであ
り、ＧＥＴ　ＲＥＳＰＯＮＳＥまたはＳＴＡＴＵＳ指令を使用することによって得ること
ができる。この情報は、管理フェーズにて固定される。ボディ部分はファイルのデータを
含有する。
【０００５】
各特定ファイルをアドレスしまたは識別するためにファイルＩＤが使用される。ファイル
ＩＤは、２バイトからなり、１６進数の形で符号化される。第１のバイトはファイルタイ
プを識別し、ＧＳＭについては、「３Ｆ」はマスタファイル（ＭＦ）、「７Ｆ」は第１レ
ベルの専用ファイル（ＤＦ１）、「５Ｆ」は第２レベルの専用ファイル（ＤＦ２）、「２
Ｆ」はマスタファイルの下での基本ファイル（ＥＦ）、「６Ｆ」は第１レベル専用ファイ
ルの下の基本ファイル、そして「４Ｆ」は第２レベルの専用ファイルの下での基本ファイ
ルである。
【０００６】
ファイルＩＤは、以下の条件に従って特定される。第１に、ファイルＩＤは、ファイルの
作成時点で割当てられる。第２に、同じペアレントの下で２つのファイルは絶対に同じＩ
Ｄをもつことができない。そして第３に、チャイルドおよびいずれかのペアレントは階層
中の近いものまたは遠いもののいずれであれ、例えばグランドペアレントといったように
、同じファイルＩＤを有することができる。このようにして、各ファイルは、ＳＩＭ内で
一意に識別される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
当該技術分野においては、異なる能力をもつＳＩＭカードを識別するために異なる電話番
号系列を提供することが知られてきたが、このアプローチは、有限の電話番号空間を無駄
使いする。
近代的な無線通信システムが進展するにつれて（例えば新しいいわゆる第３世代（３Ｇ）
システム）、これらは、ユーザに対し、より一層多くの機能ならびにより複雑な機能を具
備する能力を提供し、かくして異なる機能性をもつＳＩＭカードの識別に関係する問題は
より顕著なものとなっている。例えば汎用移動通信システム（ＵＭＴＳ）およびＩＭＴ－
２０００といった３Ｇシステムを開発するため、莫大な量の規格化活動が進行中である。
ＵＭＴＳに関しては、 Ojanperaおよび Prasadによる「第３世代移動通信向けの広帯域ＣＤ
ＭＡ」， Artech House Publishers,　ＩＳＢＮ　０－８９００６－７３５－Ｘ（特に第１
２章）を参照することができる。
【０００８】
１つの基本的問題は、サービス提供するネットワークが、どの種類のＳＩＭまたは汎用加
入者アイデンティティモジュール（ＵＳＩＭ）カードが現在使用されているか、およびそ
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の能力は何か、例えばＳＩＭ／ＵＳＩＭがどんなアプリケーションを実行する能力を有し
ているかを、いかにして決定できるかということに関するものである。例えば、ネットワ
ークがＳＩＭ／ＵＳＩＭカードの能力およびそれが実行することのできるアプリケーショ
ンを決定できたならば、そのとき、このネットワークは、最初から考えられる最良の入力
で所望のアプリケーションを実行することができる。もう１つの問題は、単に、ＳＩＭ／
ＵＳＩＭの能力についての情報をいかにしてまたどこに最もうまく記憶できるかというも
のである。
【０００９】
かくして、新しい３Ｇシステムおよび３Ｇ　ＳＩＭ／ＵＳＩＭ加入者カードといった近代
的な無線通信システムの中およびその間に存在する拡張された機能性および能力を最適な
形でとり扱いおよび調整する方法に関して問題が提起されていることが分かる。もう１つ
の問題は、現行の通信システム（例えば２Ｇシステム）と３ＧＳＩＭ／ＵＳＩＭカードお
よび移動端末、特に２つ以上の異なるネットワークタイプと（例えばＧＳＭネットワーク
と汎用移動通信システム（ＵＭＴＳ）ネットワークと）、２つ以上の周波数帯域内で、動
作することのできる端末の間の相互動作および互換性の処理方法に関するものである。
【００１０】
本発明の第１の目的および利点は、上述のおよびその他の問題を克服するための方法およ
び装置を提供することにある。
本発明のさらなる目的および利点は、特にその実行がネットワーク特定であるようないく
つかのアプリケーションを使用する場合に、ネットワーク－移動機器間の相互作用および
相互操作性を最適化するための技術を提供することにある。
【００１１】
本発明のもう１つの目的および利点は、複数の異なるネットワークの各々において、少な
くとも１つの識別名およびＩＣＣの動作能力を記憶し、かつ、それが読取り可能な形で結
合されている移動機器によってアクセス可能であるような集積回路カード（ＩＣＣ）を提
供することにある。
本発明のさらなる目的および利点は、複数の異なるネットワークの各々において、少なく
ともその識別名およびＩＣＣの動作能力を記憶し、かつ、それが読取り可能な形で結合さ
れている移動機器によってアクセス可能であるような集積回路カード（ＩＣＣ）を提供す
ること、そして次に、要求元のネットワークのＶＬＲへといったように、要求元のネット
ワークに対して、検索された情報を伝送し戻すような移動機器を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上述のおよびその他の問題は、本発明の実施形態による方法および装置によって克服され
また本発明の目的はそれによって実現される。
本発明によると、２Ｇおよび／または３Ｇ能力を有する移動機器が、使用中のＳＩＭまた
はＵＳＩＭカードと関係がある可能性のあるいくつかのアプリケーションを、ネットワー
ク内または移動機器内で実行することができる。あるいは、アプリケーション全体は、Ｓ
ＩＭ／ＵＳＩＭカード内に存在しうる。本発明は、能力がアプリケーションの実行方法に
影響を及ぼしうることから、特定の移動機器のアプリケーションの能力に関して、ネット
ワークに情報を提供するための技術を提供する。
【００１３】
この進歩性のある技術の１つの利点は、ネットワーク内にいかなるＳＩＭ／ＵＳＩＭ能力
情報も記憶される必要がないという点にある。好ましくは、移動機器からネットワークへ
と能力情報を中継するために、既存のメッセージタイプが使用される。また、既存のＳＩ
Ｍ／ＵＳＩＭカードが情報を記憶することができる。本発明が教示する重要な利点は、ネ
ットワークが、可能なかぎり最良の形でＳＩＭ／ＵＳＩＭカード内のアプリケーションお
よび新しい機能を使用することができるという点にある。
【００１４】
本発明によると、セルラー無線電話といった移動機器は、ＧＳＭネットワークおよび汎用

10

20

30

40

50

(5) JP 3961742 B2 2007.8.22



移動通信システム（ＵＭＴＳ）ネットワークといった複数の異なるネットワークのうちの
１つと双方向通信するため、無線トランシーバに結合された制御器を含む。本明細書でＳ
ＩＭ／ＵＳＩＭまたはＵＩＣＣ（ＵＭＴＳ集積回路カード）と呼ばれているデータ記憶モ
ジュールが、制御器に読取り可能な形で結合される。モジュールは、複数の異なるネット
ワークの各々において、少なくともＩＤ識別名およびモジュールの動作能力を特定するた
めの情報を記憶する。制御機構は、記憶された情報を検索すべくモジュールにアクセスす
るため、およびトランシーバを通してネットワークのうちの要求を行なっているネットワ
ークに対して検索された情報を伝送するため、トランシーバを通して複数のネットワーク
のうちの１つから受信された要求に対し応答性をもつ。
【００１５】
本発明の上述のおよびその他の特徴は、添付図面と組合せて本発明の以下の詳細な説明に
より、さらに明白になる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
まず第１に、制限的な意味はないものの、本発明を実施するのに適したセルラー無線電話
またはパーソナルコミュニケータといった無線ユーザ端末または移動機器１０を例示する
ため、図１および２を参照する。この移動機器１０は、ベースサイトまたはベース機器３
０に信号を伝送し、ここからの信号を受信するためのアンテナ１２を含む。ベース機器３
０は、移動機器１０が１つの呼（ call）に関与したときに大陸通信中継線（ landline tru
nk）へのインタフェースおよびネットワーク制御機構３４を備える第１の無線通信ネット
ワーク３２、の一部である。第２のネットワーク３２′もまた示されており、その他のネ
ットワークも同様に存在しうる。例えば、移動機器１０は、単なる例としてＧＳＭネット
ワーク３２およびＵＭＴＳネットワーク３２′でありうるネットワーク３２および３２′
のいずれかと通信するための２重帯域（ dual band)デバイスでありうる。２つのネットワ
ークの各々はＶＬＲ／ＨＬＲの対３４Ａ、３４Ａ′を含むように示されている。
【００１７】
移動機器１０は標準的に、変調器（ＭＯＤ）１４Ａ、送信機１４、受信機１６、復調器（
ＤＥＭＯＤ）１６Ａおよび、それぞれ送信機１４および受信機１６に信号を提供しそこか
ら信号を受信する制御器１８を含む。これらの信号は、適用可能なネットワーク３２また
は３２′のエアー・インタフェース規約に従ったシグナリング情報、と同様にユーザの音
声および／またはユーザが生成したデータを含む。制御器１８はまた、移動機器１０のオ
ーディオおよび論理機能を実現するのに必要とされる回路をも含むということもわかる。
一例としては、制御器１８は、ディジタル信号プロセッサデバイス、マイクロプロセッサ
デバイスおよびさまざまなアナログ－ディジタル変換器、ディジタル－アナログ変換器お
よびその他の支援回路で構成できる。移動機器の制御および信号処理機能は、これらのデ
バイスの間でそのそれぞれの能力に従って割り振られる。
【００１８】
ユーザインタフェースとしては、従来のイヤホンまたはスピーカ１７、従来のマイクロホ
ン１９、表示装置２０およびユーザ入力デバイス、標準的にはキーパッド２２が含まれ、
それらは全て制御器１８に結合されている。キーパッド２２は、従来の数字（０－９）お
よび関連キー（＃，＊）２２ａ、および移動機器１０を操作するために用いられるその他
のキー２２ｂを含む。その他のキー２２ｂには、例えば、ＳＥＮＤキー、各種メニュース
クロールおよびソフトキーおよびＰＷＲキーを含むことができる。移動機器１０はまた、
移動機器を操作するのに必要とされるさまざまな回路に電力を供給するためのバッテリ２
６も含んでいる。
【００１９】
移動機器１０はまた、メモリ２４として集合的に示されているさまざまなメモリを含んで
おり、この中には、オペレーティングプログラムならびに移動機器１０の動作中に制御器
１８によって使用される定数および変数が記憶されている。移動機器１０は、車両搭載型
または携帯型のいずれのデバイスであってもよいということを理解すべきである。さらに
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、移動機器１０は、単数または複数のエアー・インタフェース規約、変調タイプおよびア
クセスタイプで動作する能力をもち得るということも認識すべきである。
【００２０】
移動機器１０はさらに、好ましくは、本明細書で汎用移動通信システム（ＵＭＴＳ）集積
回路カード（ＵＩＣＣ）２８（電子データ記憶モジュール）と称される取出し可能なデー
タカードに結合される。図３にさらに詳細に例示されている実施形態においては、ＵＩＣ
Ｃ２８は、ＧＳＭ　ＳＩＭアプリケーションとＵＭＴＳ　ＵＳＩＭアプリケーションとの
両方を含む。その他のアプリケーションもまたＵＩＣＣ２８上に常駐させることができる
。
【００２１】
ここで図３を参照すると、基本ファイル構造ディレクトリ（ＥＦ－ＤＩＲ）レジスタ２８
Ａには、移動機器１０が読取ることのできる、異なるアプリケーションに対するポインタ
が含まれている。ＵＩＣＣ２８は、それがＧＳＭ移動端末内で使用されるように意図され
ている場合は、ＧＳＭ端末がこの特定のポインタしか取扱うことができないことから、Ｓ
ＩＭＩ２８Ｂアプリケーション＃７Ｆ２０を有していなくてはならない。ＵＭＴＳとデュ
アルモードＧＳＭ－ＵＭＴＳ端末との両方が、ＵＩＣＣカード２８の拡張基本ファイル構
造（２８Ａ）を読取ることができると仮定する。ＧＳＭ端末ならびにＳＩＭ機について概
括すると、１９９２年の  Michel Mouly および  Marie-Bernadette Paufetによる「移動通
信用のＧＳＭシステム」を参照することができ、その開示全体が本発明に参考として取り
入れられている。
【００２２】
国際モバイルユーザアイデンティティ（ＩＭＵＩ）および国際モバイル加入者アイデンテ
ィティ（ＩＭＳＩ）は、加入者アイデンティティを表示または明示し、一方国際モバイル
ユーザ番号（ＩＭＵＮ）およびモバイルステーションＩＳＤＮ（ＭＳＩＳＤＮ）は、ユー
ザの電話番号である。ＩＭＳＩ－ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＵＩ－ＩＭＵＮマッピングはネ
ットワーク３２または３２′内でのみ実行されることから、ＭＳＩＳＤＮ／ＩＭＵＮがＵ
ＩＣＣ２８内に含まれる必要はないという点に留意すべきである。ＭＳＩＳＤＮおよびＩ
ＭＵＮは、その一方または両方が存在しうることから、図３では単に完全さを期して示さ
れているにすぎない。
【００２３】
ここではＧＳＭから区別するため、ＵＭＴＳ加入者の識別子はＩＭＵＩと称するというこ
とが指摘される。しかしながら、ＩＭＵＩはＧＳＭ　ＩＭＳＩ（ＧＳＭ０３．０３内に定
義されている）と同じであってもそうでなくてもよい。
図３では、ＵＩＣＣ２８の内容の例として、ＥＦ－ｄｉｒ　２８ＡおよびＳＩＭ１２８Ｂ
アプリケーションに加えて、以下のＳＩＭまたは汎用加入者アイデンティティモジュール
（ＵＳＩＭ）アプリケーション（ＤＦ）が含まれる：
２８Ｃ　　ＵＳＩＭ２　　　　　　＃７Ｆ２１
２８Ｄ　　Ｘ－アプリケーション　＃７Ｆ２Ｘ（すなわち任意のアプリケーション）
２８Ｅ　　ＵＳＩＭ３　　　　　　＃７Ｆ２２
２８Ｆ　　ＵＳＩＭ４　　　　　　＃７Ｆ２３
ここでＳＩＭ１およびＳＩＭ４が、ＧＳＭ認定を有するＧＳＭ関連アプリケーションであ
り、一方ＵＳＩＭ２およびＵＳＩＭ３がＵＭＴＳ認定をもつＵＭＴＳアプリケーションで
あることに留意されたい。またＵＩＣＣ２８内のアプリケーションのための論理ルートと
して作用するマスターファイル（ＭＦ）２８Ｇも含まれている。
【００２４】
さらにこの点において、再び図４および以上の論述に反映させると、ＥＦは基本ファイル
である。例えばＥＦ I M S Iはアプリケーション内に国際モバイル加入者アイデンティティ（
ＩＭＳＩ）データを含む基本ファイルとなる。標準的には、アプリケーションは、図３に
描かれたもの以上のＥＦを含むことになる。
ここで「アプリケーション」という語が、本発明において２つの異なる意味をもつように
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使用されているということに留意すべきである。１つのケースにおいては、これは、対応
するネットワークにアクセスするため全ての必要な基本ファイルおよび方法を含むＵＩＣ
Ｃ２８内の専用ファイルを意味する。もう１つのケースにおいては、それは、専用ファイ
ルの内のアプリケーションプログラムまたは機能をも意味することができる。１つの例は
認証（ authentication）である。
【００２５】
ＵＩＣＣ２８内の個々のＥＦは、ＭＦ２８Ｇ内に収集される専用ファイル（ＤＦ）の形に
まとめられる。ＭＦ２８Ｇは、ＵＩＣＣファイル階層の論理ルートである。ＤＦは本発明
においてアプリケーションと呼ばれるが、これは、ＤＦが対応するネットワークにアクセ
スするのに必要な全てのファイルおよび方法を収集するからである。
【００２６】
値７Ｆ２０は、ＧＳＭアプリケーションのための所定のＩＤである（ディレクトリ、専用
ファイル）。一般に、任意のＩＤを使用することができる。前述のとおり、１６進数「７
Ｆ」は第１レベルのディレクトリを意味する等々であり、一方「３Ｆ」で始まるＩＤはＭ
Ｆ２８Ｇに関係する。７Ｆ２０以外のＩＤの値は、本発明の記述に特に関係していない。
ここで重要なのは、同じ「レベル」内の各アプリケーションが異なるＩＤを有していなく
てはならないということである。
【００２７】
Ｘ－アプリケーションもまた「任意のアプリケーション」と呼ぶことができる。これはＧ
ＳＭまたはＵＭＴＳアプリケーションまたはその他であってよく、さらには非セルラーア
プリケーションであってさえよい。これは、移動機器１０または単にその一部分によって
理解可能なアプリケーションであってよい。重要なのは、それが移動機器に関係するか否
かに関わらず、本発明の教示に従って、Ｘ－アプリケーション（任意のアプリケーション
）がＵＩＣＣ２８内に存在する場合にそれについて移動機器１０がネットワークに情報提
供できることである。
【００２８】
図３に示されているＳＩＭおよびＵＳＩＭアプリケーションは異なる能力を有することが
でき、本発明の一つの態様は、システム３２または３２′が効率の良い互換性ある形で異
なる能力に対応できるようにするものである。
例えばＧＳＭとＵＭＴＳとの両方の能力をもつ移動機器１０はネットワーク３２、３２′
の両方のタイプを動作させることができ、これら２つのネットワーク間でローミングでき
る。１つのネットワークからもう１つのネットワークに移動するとき動作し続けるべき単
一のアプリケーションのバージョンが複数存在する可能性もある。認証が、かかるアプリ
ケーションの一例である。例えば、ＧＳＭ認証は、ＧＳＭ　ＳＩＭがＵＭＴＳにアクセス
できるようにするため、ＵＭＴＳ－ネットワーク３２′内でも動作するよう求められるが
、ＵＭＴＳ認証はＧＳＭネットワーク３２内では作用できない。
【００２９】
従って、ネットワークがＳＩＭ／ＵＳＩＭ２８の能力を認識している場合、それは、まず
ＧＳＭ認証を試みる代りに、直ちにＵＭＴＳ認証を使用し始めることができ、かくしてセ
キュリティを改善しつつ認証手順をより迅速なものにするということがわかる。
かくして本発明の一つの態様は、ネットワーク３２または３２′がＳＩＭ／ＵＳＩＭ２８
の能力についての情報を獲得できるようにするための方法および装置を提供することにあ
る。
【００３０】
移動機器１０がもう１つのネットワーク内をローミングしているとき、この機器の訪問（
visit)を受けたネットワークのＶＬＲは、移動機器のホームネットワークのＨＬＲに対し
て問合せを送る。ＶＬＲは、使用されたＳＩＭまたはＵＳＩＭカードの能力、その移動機
器のクラスなどに関する情報を獲得するよう求められる。しかしながらＨＬＲは、ＳＩＭ
またはＵＳＩＭカードの能力についての情報を記憶することができる場合とできない場合
がある。

10

20

30

40

50

(8) JP 3961742 B2 2007.8.22



【００３１】
本発明の１つの態様によると、ローミングを受けたネットワークのＶＬＲは、ＳＩＭ／Ｕ
ＳＩＭカードからカード能力情報を要求する。移動機器は、数多くの異なる方法でＶＬＲ
に対しＵＳＩＭ／ＳＩＭカードの能力情報を送ることができる。
例えば、１つの技術においては、能力情報を、その目的で定義づけされたメッセージの中
に入れることができる。もう１つの例においては、能力情報を、 Location Update メッセ
ージ内に入れることができる。さらなる一例においては、パラメータが最良のものでない
ならば（この場合アプリケーションは認証である）、ネットワークにより送信された認証
要求に対する応答として、能力情報を送ることができる。
【００３２】
移動機器１０は、以下の方法のうちの１つを用いて、好ましい実施形態においてはＵＩＣ
Ｃ２８であるＳＩＭ／ＵＳＩＭカード内に記憶された能力情報を要求する。
第１の方法においては、移動機器１０は新しく定義された指令（ command)をＵＩＣＣ２８
に渡し、記憶された能力情報を応答として受信する。第２の方法においては、移動機器１
０はＵＩＣＣ２８から特定の基本ファイルを選択しこれを読みとる。この特定のファイル
の内容はＵＩＣＣ２８の能力を示している。
【００３３】
移動機器１０を介してＵＩＣＣ２８の能力に関する情報を受信した後、ＶＬＲ３４Ａ、３
４Ａ′およびネットワーク３２、３２′は、最適なパラメータを伴うＵＩＣＣ２８により
支持されるアプリケーション、を使用することができる。これらのアプリケーションは任
意のタイプのものであってよく、例えば、認証アプリケーションおよびユーザプロファイ
ル構成アプリケーションを含めることができる。
【００３４】
ＵＩＣＣ２８の能力の内容記述を定義づけ規格化することが望まれる。これを達成するの
に考えられる１つの方法は、ＵＩＣＣクラスマーク（ classmark)パラメータを定義づけす
ることによるものである。このパラメータには、ある種のＵＩＣＣ能力についての定義づ
けされた値が与えられる。１つの適切な例は、以下の表の中に示されている。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
なお未使用のパラメータ値が、将来のアプリケーションおよび能力のために確保される。
【００３５】
本発明の教示が、上述のＧＳＭおよびＵＭＴＳアプリケーションおよびアルゴリズムのみ
に制限されず、一般にその他のタイプのアプリケーションおよびアルゴリズムで置換する
こともできるということを認識すべきである。
さらに、本発明の教示の他の実施形態においては、各々のＵＳＩＭについて、その独自の
アルゴリズムセットを定義づけすることができ、ＵＳＩＭおよびＨＬＲはそのアルゴリズ
ムに合意するかまたは相互の情報を共有することになる。例えば、第１行に現われるアル
ゴリズムが最も好ましい、といったようにである。この場合、ＶＬＲはアルゴリズム＃１
での認証のみを要求し、ＨＬＲにより提供された通りにＲＡＮＤを提供する。それは次に
ＳＲＥＳを受信し、比較を行う。ＨＬＲがＵＳＩＭの能力を認識していない場合、ＨＬＲ
はそのＩＭＳＩ（ＵＳＩＭ）全てについてＳＲＥＳを計算すべく、同じ「ＵＭＴＳアルゴ

10

20

30

40

50

(9) JP 3961742 B2 2007.8.22



リズム」を使用することができ、ここで重要なのは、ＶＬＲが「比較」しか実施できない
のに、ＳＩＭおよびＨＬＲ（ＡｕＣ）は同一の理解（ understanding)を有するという点で
ある。
【００３６】
従って、上記の表中、特に「ＧＳＭ」および「ＵＭＴＳ」を参照したのは一例であり、本
発明の教示がＧＳＭおよびＵＭＴＳアプリケーション、アルゴリズムおよび実現（ implem
entations)に制限されないことを示すべく、「ＵＭＴＳ」のインスタンスを包括的な「ア
ルゴリズムＺ」で置換することができる一方で、「ＧＳＭ」のインスタンスは包括的「ア
ルゴリズムＹ」で置換できるということも分かるはずである。
【００３７】
ＵＩＣＣ２８の使用には、別々に取り扱わなくてはならない２つの別々のインタフェース
、すなわち、ローカルＵＩＣＣ－移動機器インタフェースと無線移動機器－ネットワーク
インタフェースが関与するということが明らかになった。両方のインタフェースについて
、移動機器１０の制御器１８に対しＵＩＣＣ２８の能力を検索するかまたは検索されたＵ
ＩＣＣ能力パラメータを要求元のネットワークの制御機構３４まで転送するために最適化
された応答を有する１つまたは複数の新しい指令を定義づけることが望ましいこともある
。しかしながら、例えば、認証指令に対する応答としてネットワーク３２または３２′に
送信されたＵＩＣＣ能力が、最適な性能（少なくとも認証アプリケーションについて）を
提供する可能性もある。
【００３８】
ＵＩＣＣ２８内の全ての内容をネットワークに伝送する必要はないという点にも留意され
たい。例えば、認証タイプといった一部の「共通の」情報の伝送を自由に行えるようにす
るものの、認証といったあるタイプの許可無しには、アプリケーション特定のまたはユー
ザ特定の情報を伝送することを許さないことが望ましいこともある。２つのネットワーク
間でローミング協定が存在する場合には、両方のネットワークがその独自のまたはその他
のアプリケーションの能力を要求し受信することを可能にすることは異論の余地のないと
ころであり得る。例えば、ＵＩＣＣ２８がアプリケーションＡ（アプリケーションＢでは
なく）を含み、ネットワークＢのエリア内でローミングし、ネットワークＡおよびＢがロ
ーミング協定を有する場合、ネットワークＢはアプリケーションＡの情報を要求すること
ができる。問合せもまた、ネットワークＡとローミング協定をしていない可能性のある異
なるネットワークＣがアプリケーションＡに関して情報を問合せできないように、認証さ
れ得る。この場合、おそらく、ユーザは、ネットワークＣにアクセスできるため、ＵＩＣ
Ｃ２８内にアプリケーションＣを有する。
【００３９】
転送されたデータのサブセットの定義づけに関しては、例えば認証といったある種の共通
データは、単純に規準（上述のとおり）の中で定義づけされ得る。しかしながら、オペレ
ータ内部およびそれがローミング協定をもつオペレータといったその「フレンド」オペレ
ータ内部で、より多くの私用データを定義づけすることが望まれることもある。問合せの
フォーマットは、一部のパラメータまたはキーの値（ value)が正確にどのような情報が要
求されているかを定義づけまたは特定するように、共通のものであってよい。例えば、問
合せに適した１つのフォーマットは次のようなものであり得る：
GetCapability (typeOfCapability, &value)。
【００４０】
type Of Capabilityパーメータが「認証」であるならば、その値は、全ての要求元に返送
され得る。しかし、パラメータが例えば「支払い残高」である場合には、問合せは、望ま
れない当事者が情報を獲得するのを防ぐため、まず認証され得る。前者のタイプの問合せ
は規格化され得るが、後者のタイプの問合せは、十分にネットワークオペレータ特定的の
ものであり得る。
【００４１】
以上では、ＧＳＭネットワーク３２および汎用移動通信システム（ＵＭＴＳ）ネットワー
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ク３２′という状況下で記述されているものの、本発明の教示がこれら２つのネットワー
クタイプのみと共に使用することに制限されないということを認識すべきである。例えば
、２つのネットワークのうちの１つは、ＩＭＴ－２０００ネットワーク、または８００Ｍ
HzのＣＤＭＡまたはＴＤＭＡネットワークといったようなもう１つの既存の２Ｇネットワ
ークであってもよい。３モードおよびそれ以上のモードの移動機器もまた本発明の教示の
範囲内に入るが、この場合ＵＩＣＣ２８は３つ以上の異なるネットワークに関する能力情
報を記憶することができる。
【００４２】
さらに、本発明の教示が、言及されたさまざまなタイプの公衆ネットワークのみに制限さ
れず私設ネットワークの使用にも適用できることにも留意すべきである。
さらに、ＵＳＩＭまたはＵＩＣＣは例えば、有線のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ
）に接続されたラップトップコンピュータの中に入れることができ、この発明の動作は、
上記で開示されたものと同じかあるいはそれと近似のものである。
【００４３】
かくして、本発明は、その好ましい実施形態に関連して特に示し記述してきたが、当業者
であれば、発明の範囲および精神から逸脱することなくこれに形態および細部の変更を加
えることも可能であることが理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によって構築され動作する移動機器のブロック図である。
【図２】図１に示す移動機器の立面図であり、無線ＲＦリンクを通して双方向に移動機器
と通信できる通信システムをさらに示す図である。
【図３】ＧＳＭ　ＳＩＭアプリケーションとＵＭＴＳ　ＵＳＩＭアプリケーション（その
他のアプリケーションもまたＵＩＣＣ内に常駐しうる）との両方を含むＵＭＴＳ集積回路
カード（ＵＩＣＣ）の一例を示す図である。
【図４】ＳＩＭ内のメモリの従来技術の組織を示す図である。
【符号の説明】
１０…移動機器
１２…アンテナ
１４…送信機
１６…受信機
１４と１６…無線トランシーバ
１４Ａ…変調器（ＭＯＤ）
１６Ａ…復調器（ＤＥＭＯＤ）
１７…スピーカ
１８…制御器
１９…マイクロホン
２０…表示装置
２２…キーパッド
２２ａ…関連キー
２２ｂ…その他のキー
２４…メモリ
２６…バッテリ
２８…集積回路カード（ＵＩＣＣ）
２８Ａ…基本ファイル構造ディレクトリレジスタ
３０…ベース機器
３２…第１のネットワーク
３２′…第２のネットワーク
３４…ネットワーク制御機構
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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